
終活応援事業

岡 崎 市

人生を終う過程では、誰もが家族や第三者の支援を受けることになります。

いわゆる「おひとり様」や親族に頼れない方、親なきあと障がいのある子が心配な方など、

入院や入所の手続や緊急時の対応、葬儀や死後の整理などに対応する⺠間サービスの需

要が高まっています。

しかし、「サービス内容や料金が複雑で分かりにくい」、「認知症など判断能力が低下したと

きにしっかり支援してもらえるか不安」、「死後のことを生前に契約しても亡くなったことを連絡

できない」などの課題もあります。

岡崎市では、これらの課題に対応するため、終活応援事業を実施しています。

ずっと安心！
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１.終活を応援します

「身寄りがない、頼れる親族がいない、自分で決めておきたい、迷惑をかけたくな

い、認知症などが心配」など、元気なうちに終活をして自分の生き方、自分の最期

について準備をしている人が増えています。

介護、相続、葬儀、死後事務など誰に相談していいかわからない、どのような制

度やサービスがあるのか基本が知りたいなど、終活についての初めの相談に対応し

ます。

市民 相談機関 公的サービス

民間サービス

地域の支えあい

相談

ふくし相談課

成年後見支援センター

地域包括支援センター 等

例）

成年後見制度

介護保険制度

見守り支援事業

日常生活自立支援制度

任意後見制度

在宅福祉サービス

民間サービス 等
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２.成年後見制度と民間サービスについて

成年後見制度と民間サービスでは、目的やできることが違います。本人の状態や希

望に適した制度やサービスの利用を選択することが大切です。

(1) 法定後見制度と任意後見制度

制度名 法定後見制度

（補助、保佐、後見）

任意後見制度

対象

制度の概要

本人の判断能力が不十分な場合

に、家庭裁判所によって選任さ

れた成年後見人等が本人を法律

的に支援する制度

本人が十分な判断能力を有すると

きに、予め任意後見契約を締結し、

本人の判断能力が不十分になった

後に、任意後見人が事務を本人に

代わって行う制度

手続き 家庭裁判所に後見等の開始の申

立

① 本人と任意後見人となる方で、

委任する事務について、任意後見

人に代理権を与える内容の契約

（任意後見契約）を締結

② 本人の判断能力が不十分にな

った時に、家庭裁判所に任意後見

監督人選任の申立

申立ができ

る人

本人、配偶者、四親等内の親族、

検察官、市町村長等

本人、配偶者、四親等内の親族、

任意後見人となる方

成年後見人

等、任意後見

人の権限

制度（補助、保佐、後見）に応じ

て、一定の範囲内で代理したり、

本人が締結した契約を取り消し

たりすることができる

任意後見契約で定めた範囲内で代

理するが、本人が締結した契約を

取り消すことはできない。

任意後見制度と法定後見制度では、任意後見制度が原則優先されます。これは、任意後見

制度による保護を選んだ本人の自己決定を尊重するためです。

ただし、裁判所が任意後見契約法第 10 条１項の「本人の利益のために特に必要があると

認めるとき」と判断した場合は、任意後見契約を終了し、法定後見制度が開始されます。
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■成年後見制度（補助、保佐、後見）等でできることの例

【成年後見人等ができること】

・預貯金通帳、印鑑の管理

・収支の管理（預貯金管理、年金や給与の受取り、公共料金・税金の支払い等）

・不動産の管理、処分

・遺産分割協議

・本人が不利益な契約を結んでしまった場合の取消

・日常生活の見守り

・本人の住居の賃貸借契約の締結、費用の支払い

・健康診断等の受診、治療・入院等に対する契約の締結、費用の支払い

・福祉施設の入退所契約の締結、費用の支払い

・介護や障害福祉サービス等の利用契約、サービス内容の確認

【成年後見人等ができないこと】

・利子、配当等を目的とした資産運用

・財産の贈与

・親族や第三者が支払うべき費用の立替、支払等、本人に不利益な費用の支払い

・日用品の購入など日常生活に関する行為に対する同意権、取消権の行使

・買い物、通院同行等の事実行為

・医療行為に対する決定及び同意

・入院や施設入所の際の身元保証人、身元引受人

・入院や施設への入所、介護等を本人の意思に反して強制的に行うこと

・遺言、養子縁組、認知、結婚、離婚などの行為

・居住する場所の指定



4

(2) 民間サービス

終活に関する民間サービスは、多岐にわたります。サービス利用の必要性、他のサ

ービスとの比較や事業者からの説明、相談支援機関からアドバイスを受けるなどよく

検討した上で、自身の望む人生の終い方を考えてみてください。

■契約前に確認すること

要望の整理 □ 自分が何をしてほしいか明確にする。

費用と支払い

能力

□ 病気や介護が必要になることも想定して、サービス利用に

より費用がかかる期間（例えば平均余命等）を計算する。

□ 自分の資産状況から、支払い可能か検討する。

サービスと

契約内容

□ 自分がしてほしいことを明確にして事業者に伝える。

□ 事業者ができること・できないことは何か確認し、納得し

た上で書面に残す。

□ 契約書（案）の内容は変えることができる場合もあるので、

積極的に希望を出す。

今後のことを

考えて

□ 認知症や病気などになった時にも適切なサポートが受けら

れるよう、契約者や内容、緊急連絡先等を分かりやすいとこ

ろに保管する。

□ 契約内容を変更したり、解約したりする場合の手続きを文

書で説明してもらい、確認する。

例）
・入院・入所時の緊急連絡先の指定

・救急搬送された際の緊急対応

・死亡又は退去時の身柄の引取

・介護施設等への入所の際の連帯保証

・入院・施設入所時の手続代行

身元保証を代替するサービス

例）
・日用品など買い物への同行

・通院又は転院時の送迎等

・

・見守り訪問等

日常生活支援サービス

例）
・死亡確認後、関係者への連絡

・葬儀、火葬埋葬の手続、手配

・死亡診断書の請求受領、死亡届の申

請代行、火葬・埋葬の行政手続

・ライフライン等契約関係停止

・アパート等の残置物処置

・入院等の費用の精算

・遺品等の整理

死後事務サービス

例）
・財産管理

通帳等を契約により管理し、家賃の

支払い等適切に管理するサービス

・遺言書作成

遺言書の作成、保管、執行や相続相

談に関するサービス

その他サービス
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３.終活応援事業について

① 民間サービス情報の提供

民間事業者が提供する終活支援サービスは多種多様で、市民にとっては、サー

ビスの内容や料金が複雑で分かりにくく、民間サービスの情報を把握することが

難しいという問題があります。

② 死後事務登録制度

近年、ご本人や家族が倒れたり亡くなったりした場合に、本人の意思が適切に

反映されない事態が起きています。本市では、死後事務に関する情報を生前に登

録いただき、ご本人が死亡時に死後事務契約が適切に履行されるよう支援を行い

ます。

サービス提供

死亡連絡・履行確認

サービス情報

の提供
契約・支払い

同意・登録

協定・報告

利用者（市民）

民間事業者岡崎市

① 市から民間サービスの情報提供を受ける。

① 事業者から説明を受ける。

① 利用を希望する場合は、契約を締結する。

① 利用料・預託金等（本人負担）を支払う。

② 市へ登録申請書を提出する。

① 市民へサービス情報の提供

② 登録申請書の受付

② 死亡時の事業者への連絡及び履

行確認

① サービス内容の説明、本人の意向に

沿ったプランの提案

① 利用希望者に契約内容を十分説明し

た上で契約締結

① 市へ実施状況を報告

② 契約の履行及び市への報告

協定事業者と死後事務を契約された場合、市へ登録すると、市が死亡時の連

絡と履行確認を行います。

市と民間事業者が協定を締結し、市民に対し、終活支援のための民間サービ

スの情報を提供し、相談に応じます。
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■登録窓口

岡崎市福祉部ふくし相談課（福祉会館 18 番窓口）

電話 0564-23-6986 FAX 0564-23-7987

岡崎市成年後見支援センター（社会福祉センター３階）

電話 0564-47-8760 FAX 0564-47-8753

■協定先民間事業者の情報

岡崎市と協定を締結した民間事業者の一覧です。契約を検討される場合は、事業者

からサービス内容や料金について説明を聞いて十分に検討した上で判断してくださ

い。

※ 事業者と契約された場合は、ご本人と事業者との契約であり、契約内容や費用等の

契約に関する事項に対して市が責任を負うことはありません。

※ サービス内容・料金等は、詳細ページを参照してください。

【注意事項】

⑴ 契約は事業者と契約者本人との間で結ばれるものであり、岡崎市が契約内容等について

保障するものではありません。

⑵ 本パンフレットに掲載している事業所は、岡崎市と協定を結んだ事業所であり、当該サ

ービスを提供している全ての事業所を掲載しているものではありません。

⑶ 事業者との契約にあたっては、サービス内容や費用等、様々な点を考慮した上でご自身

の判断に基づき検討してください。

事業者（50 音順）
事務所

所在地

電話番号 詳 細
ページ相談時間

一般社団法人いきいき

ライフ協会 三河
岡崎市康生通西

0564-73-1612
７P

平日 9:00～17:00（土日祝日休み）

NPO 法人くらし応援
ネットワーク

名古屋市中区
052-684-7243

９P
平日 9:00～18:00

公益社団法人

シニア総合サポート

センター

名古屋市中区

052-526-0730

11P

平日 9:00～18:00

NPO 法人たすけあい
三河

豊橋市
0120-463-540

13P
平日 10:00～16:00

株式会社つながり

（まごころサポート

センター）

岡崎市上六名

0120-72-0556

15P

8:30～17:00（年中無休）
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一般社団法人いきいきライフ協会三河
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一般社団法人いきいきライフ協会三河
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NPO 法人くらし応援ネットワーク



10

NPO 法人くらし応援ネットワーク
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公益社団法人シニア総合サポートセンター
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公益社団法人シニア総合サポートセンター
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NPO 法人たすけあい三河
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NPO 法人たすけあい三河
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株式会社つながり（まごころサポートセンター）



16

株式会社つながり（まごころサポートセンター）
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■よくある質問

Ｑ． このパンフレットで紹介している事業者の安全性について、岡崎市が保障で

きますか？

Ａ． 事業の実施に関し、市と協定を締結した事業者を紹介していますが、市が安全

性を保障するものではありません。

Ｑ． 成年後見制度を利用していれば、民間サービスの利用は不要ですか？

Ａ． 成年後見制度では、後見人等が被後見人等に必要な契約や金銭管理の代替を

行います。ただし、日用品の買物等の事実行為は行うことができないため、必要

に応じて後見人等がサービスの契約を行うことになります。成年後見制度、民

間サービスではそれぞれ特徴があるため、様々な情報を検討し、ご自身で判断

してください。相談支援機関で相談に応じることは可能です。

Ｑ． 事業の情報登録後に登録情報を変更又は削除することはできますか？

Ａ． 登録情報の変更又は削除を希望する場合は、終活応援事業 登録内容変更（廃

止）届出書をふくし相談課まで提出してください。様式は、岡崎市ホームページ

又はふくし相談課窓口で提供しています。また、登録要件を満たさない場合、登

録情報を削除します。

Ｑ． 入院・入所には身元保証が必須ですか？

Ａ． 身元保証人等がいないことのみを理由に入院・入所を断ることは禁止されて

います。しかし、医療機関や施設で提供されるサービス以外のサービスを希望

する場合は、自身で民間サービスの契約が必要です。相談支援機関で相談に応

じることは可能です。

Ｑ． 成年後見制度以外に金銭管理等の支援制度はありますか？

Ａ． 社会福祉協議会で行っている日常生活自立支援事業があります。日常生活自

立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十

分な方を対象に、重要書類や通帳等の金銭管理を行います。詳しくは岡崎市社

会福祉協議会にご確認ください。
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様式第１号

岡崎市終活応援事業 登録申請書兼同意書

年 月 日

（宛先）岡崎市長

私は、死後事務に関する契約が履行されるよう、岡崎市終活応援事業への登録を

申請します。

私は、本事業への登録情報を岡崎市役所の関係部署で共有し、私の死亡届が提出

されたとき、岡崎市が下記事業者へ連絡をすることに同意します。

申請者

ふ り が な

氏 名

住 所

本 籍 地

生 年 月 日

電 話 番 号

死後事務契約

契約内容等 契約年月日 事業者名 担当者名 電話番号



岡崎市福祉部ふくし相談課地域支えあい係

電話（0564）23-6986

FAX（0564）23-7987

令和６年７月


